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  前文 

（ダイバーシティ、共生社会）  

○ 東京は、多様な人が活躍し活力ある都市として発展していくため、誰もがいきいきと活 
  躍できる「ダイバーシティ」を実現し、互いに認め合う共生社会を目指していく。 
（ソーシャル・インクルージョン） 

○ 就労を希望しながらも様々な要因から就労に困難を抱える方の支援については、都と 
  都民、事業者等が相互に理解を深め支え合う「ソーシャル・インクルージョン」の考え方 
  に基づき実施することが必要である。この考え方を、就労を希望する都民への支援にも 
   広げていく。 
（ソーシャルファーム） 

○ 海外のソーシャルファームと呼ばれる社会的企業では、一般企業と同等の経済活動を 
 行いながら、その職場においては就労に困難を抱える方が、必要なサポートを受け、一般  
 の労働者と一緒になって働いている。そうした海外の好事例も取り入れながら、都の施策 
 を展開していく。 
（ＳＤＧｓ、その他） 

○ 就労を希望するすべての都民が、誰一人取り残されることなく、誇りと自信を持って輝く 
   社会を目指し、この条例を制定する。 



  目的・基本理念 

○ 就労を希望するすべての都民への就労の支援について、基本理念を定め、東京都 、 
  事業者及び都民の責務、その他の関係者の役割を明らかにする。 
 
○ 都の就労支援施策の基本的な事項を定める。 
 
○ この条例に基づき、就労の支援に関する施策を総合的に推進し、都民それぞれの個 
  性と能力に応じた就労の実現を図る。 

○ 就労を希望するすべての都民への就労の支援は、都民一人一人が等しく尊重され、 
  その個性と能力に応じた就労を実現し、もって社会を構成する一員として誇りと自信を 
  持って活躍することを旨とする。 
 
○ 就労を希望するすべての都民への就労の支援は、都と都民、事業者等が相互に理解 
  を深め支え合う「ソーシャル・インクルージョン」の考え方に立って推進されなければなら 
  ない。 

【目的】 

【基本理念】 
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  定義 

【定義】 

○「就労に困難を抱える方」：就労を希望しながらも、様々な要因から就労が困難になって           

                  いる方 

 

○「事業者」：都内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体 

 

【参考】 
 ・有識者会議で取り上げた「就労に困難を抱える方」： 
  障害者、生活困窮者、ひとり親、児童養護施設退所者、刑務所出所者等、ひきこもり 
       
  

【参考】 
●「就労困難者」：法的根拠のある「障害者」、「生活困窮者」、「ひとり親」を例示して定義 
         する。 

 【文案】   
  障害者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第 
  百二十三号）第四条第一項に規定する「障害者」をいう。）、生活困窮者（生活困窮者自立   
  支援法（平成二十五年法律百五号）第三条第一項に規定する「生活困窮者」をいう。）、ひ 
  とり親（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に 
  規定する「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」をいう。）をはじめとした方の 
  うち、就労を希望しながら、様々な要因から就労に困難を抱える者 

  ※有識者会議では他に、「児童養護施設退所者」、「刑務所出所者等」、「ひきこもり」に 
   ついてテーマとして取り上げている。 
 

●「事業者」：都内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体 
 
○「社会的企業」：様々な社会的課題の解決を目的としながら経済活動を行う事業者 
 ※「ソーシャルファーム」：別紙「条例の考え方に係る論点」を参照 



  各主体の役割① 

○ 都は、基本理念にのっとり、国、区市町村、事業者、教育機関、その他就労を支援する 
 機関等と連携し、就労支援に関する施策を総合的に実施する責務を有する。 
 
○ 都は、関係行政機関と協力し、就労の支援に関する施策を推進するために必要な体 
 制を整備する。 
 

 

 事業者は、基本理念について理解を深め、従業員の雇用及び雇用の継続のための職場
環境の整備に努めるとともに、都が実施する就労支援に関する施策に協力するよう努める。 
 

【都】 

【事業者】 
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  各主体の役割② 

 
○ 都民は、基本理念について理解を深めるとともに、都が実施する就労支援に関する施  
 策に協力するよう努める。 
 
○ 就労を希望する都民は、基本理念にのっとり、就労に向けて自ら進んで取り組むよう 
 努める。 
 

【都民】 

【区市町村】 

 

 区市町村は、基本理念にのっとり、都が実施する就労支援に関する施策への協力及び
地域の特性等に応じた就労支援への取組に努める。 
 

  各主体の役割② 



 就労支援のあり方 ①都民向け  

 

○ 都は、就労を希望するすべての都民に向けて、以下の就労促進のための支援を実施す 
 る。 
 ・ 就労に関する情報提供・相談 
 ・ 職業能力の開発 
 ・ 職場体験や事業者との就職面接の機会等の提供 
 ・ 職場定着への支援 
 
○ 都は、就労に困難を抱える方に向けて上記の支援を実施するほか、就労に困難を抱え 
 る方の実情等に配慮した支援を実施する。 
 

【都民向け】 
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 就労支援のあり方 ②事業者向け  

 

○ 都は、事業者に向けて、以下の就労促進のための支援を実施する。 
 ・ 従業員の雇用や職場への定着に関する情報提供・相談 
 ・ 従業員が働きやすい職場環境の整備への支援 
 ・ 事業者自らが実施する従業員の職業能力開発の支援 
 
○ 都は、上記の支援を実施するほか、就労に困難を抱える方の実情等に配慮して事業 
 者が行う就労に困難を抱える方の雇用及び雇用の継続を支援する。 
 
○  都は、就労に困難を抱える方の多様な就労の実現を図るため、就労を支援する事業所 
 等の創設及び活動を促進する。 
 

【事業者向け】 
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 ソーシャルファーム  

○ 前記に定める就労支援のほか、都は、事業者による自律的な経済活動の下、就労に 
 困難を抱える方の就労と自立を促進する。 
 
○ 都は、次の要件をすべて満たす社会的企業（以下、「ソーシャルファーム」という。）の 
 創設及び活動の促進を通じて、就労支援を効果的に実施する。 
 （１） 事業からの収入を主たる財源として運営していること 
 （２） 就労に困難を抱える方を相当数雇用していること 
 （３） 就労に困難を抱える方が、実情等に配慮した支援を受けながら、他の従業員と 
    共に働いていること  

【創設や活動の促進】 

【認証】 

○ 都は、ソーシャルファームの創設及び事業活動を支援するため、支援対象となるもの  
   の認証を行う。 

【指針等】 

○ 都は、前項の支援に当たり、支援策等をとりまとめた指針等を策定する。ソーシャル 
      ファームを認証する基準については、同指針等の中で定めるものとする。 



 計画の策定、施策の検証、財政上の措置  

  

 都は、この条例に基づいて実施する施策の実施状況について公表するとともに、関係機
関等の意見を聴きながら検証し、施策に反映するよう努める。 
 

【施策の検証】 

10 

【計画の策定】 

 
 都は、この条例に基づく施策を推進するため、計画を策定する。 
 

【財政上の措置】 

 

 都は、就労の支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め
る。 
 


